
☆指定難病医療受給者証更新手続き等のご案内☆

【★重要案内★】現在お持ちの指定難病医療受給者証の有効期限は9月30日までで

す。10月1日以降の受給者証を交付しますので、必要な方は2ページの受付窓口に

必要書類を持参し申請してください。【必要書類】2、3ページのリストに記載。

【！注意事項！】

①入院等のやむを得ない事情により受付期間中に申請ができない方は、

令和7年（2025年）9月30日（火）まで受付可。（受給者証が9月中にはとどきません。）

②令和7年（2025年）10月1日以降に提出⇒受給者証の期限切れ⇒新規申請になる

⇒新規の臨床調査個人票（診断書）が別途必要になります。

⇒新規審査に2～3か月かかります。

⇒新規申請日から2～3か月間はお手元に受給者証がない状態になります。

③受付期間終盤は窓口が非常に混雑しますので、早めの手続きをお願いします。

④更新申請に必要な臨床調査個人票（診断書）は担当医師が作成いたします。

⇒事前に病院へ相談⇒早めにご準備を。

⑤郵送で申請される場合⇒郵送書類に不備がないよう事前に居住区の受付窓口に相談。

⇒個人情報のため簡易書留郵便で居住区の受付窓口に郵送。

※郵送は消印日を受付日とします。封筒に「指定難病更新申請書在中」と朱書してく

ださい。

受付期間： 令和7年(2025年)6月2日(月)～令和7年(2025年)7月18日(金)

   指定難病医療受給者証

    
        
         

        

        

      

              
       
        

      

                     

         

       

     

     

     

                     

                     
              
              

                     

                     
               
             

               

               

                     

                     
               

               

               
               
               

●受給者証の期限は令和7年9月30日まで

です。更新の手続きを7/18（金）までに
行ってください。

●臨床調査個人票（診断書）が令和6年4月

から大きく変わりました。同封している新しい

臨床調査個人票（診断書）を担当医師に

提出し記入してもらってください。

●旧臨床調査個人票は使用できませんので

ご注意ください。臨床調査個人票（診断書）臨床調査
令和6年10月1日～令和7年9月30日まで
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ださい。

☆ 指定難病関係申請等の受付窓口及び問合せ先一覧 ☆

☆持参するものリスト☆

制度について 電話番号 住　　所

 医　療　対　策　課 096-364-3300  〒862-0971    中央区大江5-1-1

受付窓口 電話番号 住　　所

 中央区役所　福祉課　障がい福祉班 096-328-2313  〒860-8601    中央区手取 町1-1

 東区役所　福祉課　障がい福祉支援班 096-367-9177  〒862-8555    東区東 町16-30

 西区役所　福祉課　障がい福祉班 096-329-5403  〒861-5292    西区小島2-7−1

 南区役所　福祉課　障がい福祉班 096-357-4129  〒861-4189    南区富合町清藤405-3

 北区役所　福祉課　障がい福祉班 096-272-1118  〒861-0195    北区植木町岩野238-1

□ ① 特定医療費（指定難病）支給認定申請書（更新用）【ピンクの封筒に同封】

□ ② 主治医（難病指定医、協力難病指定医に限る）が作成した臨床調査個人票

【ピンクの封筒に同封した書類を主治医に書いてもらい持参。自分で記入したもの

は無効です。】

□ ③ 健康保険及び保険世帯を確認できる書類（コピー）

□ ④ 受給者証（高額かつ長期、軽症高額の該当を確認しますので、申請月以前の

12ヶ月分の全ての受給者証をお持ちください。）

①～④は全員必ずご持参ください

保険の種類 提出範囲

   国民健康保険 受給者 人分

被用者保険（社会保険）
（全国健康保険協会、企業の健康保険組合、共済組合等）

受給者 人分

後期高齢者医療保険 受給者 人分

国民健康保険組合
（医師、歯科医師、中央建設、建設連合国保組合等）

受給者 人及び同じ国民健康保険組合
に加入している方全員分
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□ ⑤ 令和7年度（2025年度） 県民税所得・課税証明書（原 ）

※保険者へ高額療養費の適用区分を照会する際に使用します。

必要な方：●国民健康保険組合の方（例えば歯科医師、中央建設等）。

※受給者 人及び同じ国民健康保険組合に加入している方全員分。

※中学生以下の方は、所得がある場合を除き不要。

●社会保険加入で被保険者が非課税の方。

※社会保険の種類が全国健康保険協会で 令和7年1月1日に   に

課税情報がある場合は不要。

□ ⑥ 同意書

必要な方：●国民健康保険組合の方（例えば歯科医師、中央建設等）。

●   外の国民健康保険の方。

□ ⑦ 非課税収入の金額がわかる年金振込通知書、各種手当証書等

注意！！（前年の1月～12月の受給分）が必要です。
必要な方：●同じ医療保険に加入している方全員が 県民税非課税で、受給者

 人に遺族年金、障害年金などの非課税収入がある方。

※受給者 人（患者が18歳未満の場合はその保護者）の年収が

80万円以下かどうかを確認するための資料となります。

※生活保護受給者を除きます。

□ ⑧ ご家族分のマイナンバー確認書類のコピー

または令和7年度（2025年度） 区町村民税課税・非課税証明書のコピー

必要な方：●令和7年1月1日現在、   に住民票がないが、同じ医療保険に

加入しているご家族がいる方。

●単身赴任者等で   以外の 区町村で課税されている方。

□ ⑨ 対象者の特定医療費（指定難病）または小児慢性特定疾病医療費受給者証

必要な方：●同じ医療保険に加入されている世帯内に 人以外に

「特定医療費（指定難病）」の受給者

または「小児慢性特定疾病医療費」の受給者（ 人の別疾病分含む）がいる方。

ご不明な点は2ページの受付窓口または

医療対策課（096-364-3300）までご連絡を。

⑤～⑩は必要な方のみご持参ください
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※特例に該当する方は、申請書の「特例申請等」の該当する部分において
「あり」に〇をつけてください。

☆特例（軽症高額、高額かつ長期、人工呼吸器等装着者）について☆

階層区分が「C1」「C2」「D」の方で、特定医療費（指定難病）の支給認定後、

申請月以前の１２か月以内で自己負担上限額管理票等の医療費総額（10割分）が

50,000円を超える月が６月以上ある場合に高額かつ長期に該当し、申請により、

【例】C1の10,000円⇒C1の 5,000円

C2の20,000円⇒C2の10,000円

D  の30,000円⇒D の20,000円 等に自己負担上限月額が減額されます。

支給認定を受けた指定難病により、一日中、人工呼吸器、体外式補助人工心臓（※

ペースメーカーは対象外））を装着する必要があり、日常生活動作が著しく制限さ

れている方は、主治医に臨床調査個人票にその旨を記載してもらい、申請していた

だきますと、自己負担上限月額が1,000円に減額されます。

（1）軽症高額

（2）高額かつ長期

（3）人口呼吸器等装着者

特定医療費（指定難病）支給認定の要件である重症度分類を満たさない場合でも、

申請により以下の要件を満たせば認定されます。

【要件】

申請月以前の12か月以内（※）において、指定難病に係る医療費総額（10割分）

が33,330円を超える月が3月以上あること。

※「①申請月から起算して12か月前の月」または「②支給認定を受けようとする指

定難病の発症日が属する月」の①、②を比較していずれか後に来る月から申請月ま

での期間。
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☆自己負担上限月額について☆

所得（ 民税（所得割）の課税額）や治療状況に応じて、下記のように自己負担

上限月額が設定されています。

【自己負担限度額表】

☆変更（届）申請について☆

今お持ちの受給者証の記載内容の変更がある方は、変更（届）申請書（添付書類

を含む）を提出してください。

一般
高額かつ
長期

人工呼吸器等
装着者

生活保護等 A 0 0 0

低所得Ⅰ B1
 人収入
～80万円 2,500 2,500

低所得Ⅱ B2
 人収入
80万円超～ 5,000 5,000

一般所得Ⅰ C1 10,000 5,000

一般所得Ⅱ C2 20,000 10,000

上位所得 D 30,000 20,000

―

階層
区分

受給者証
の表記

階層区分の基準

患者負担割合：２割

自己負担上限額（外来＋入院）

 民税
非課税
（世帯）

1,000
 民税

課税以上7.1万円未満

 民税
7.1万円以上25.1万円未満

 民税25.1万円以上

入院時の食費 全額自己負担
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☆臨床調査個人票の研究利用に関するご説明☆
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